
医療提供体制等の強化
◆第２波・第３波に備え、安⼼して受診できる医療体制を確保
◆医療従事者の処遇改善

＜これまでの主な取組＞

■ 医療提供体制の整備

・500人患者等受入体制の確保【患者受入体制300人以上、軽症者宿泊施設等200人以上】

（設備整備支援、患者受入医療機関への協力金支給、空床確保料の助成）

■ 検査体制の整備

・一日当たり266検体の検査体制の構築（６月末までに300検体以上の検査可能な体制の構築）

・外来・検査センターの設置（５月末までに６医療圏に設置済み、６月末までに10医療圏に設置）

＜令和２年度６月補正予算案の主な取組＞

■ 医療提供体制等の強化 70億8045万5千円

・病院、診療所、助産所、訪問看護ステーション、薬局における感染拡大防止対策に必要な経費を助成し、安心

して受診できる環境を整備（動線確保やレイアウト変更、消毒実施等への支援）

・地域医療の要となる救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止に必要な設備整備等を支援（陰圧装置等）

・コロナ患者受入専用病棟等の設備整備支援（エコー、撮影装置等）、空床確保料の助成

・感染不安のある妊婦の分娩前のＰＣＲ検査費用を公費で負担

■ 医療従事者等への感謝・支援 107億8187万3千円

・医療従事者等の処遇改善を図るため、特殊勤務手当を充実する医療機関等に助成【「助け合いふるさと寄付金」活用事業】

・帰宅が困難な医療従事者の宿泊費等を助成

・慰労金の支給（１人当たり20万円、10万円、５万円）



県内経済の再生に向けた事業者支援
◆消費を喚起し、地域経済を活性化
◆中小・小規模事業者の資⾦需要に対応
◆外出自粛・往来自粛の影響を受けた事業者、顧客との密接を避けられない事業者を支援

＜これまでの主な取組＞

■ 資金繰り等の支援
・中小企業融資制度資金に、３年間実質無利子、無担保、５年間元金据置の資金メニュー等を創設
・県からの休業要請等に協力いただいた事業者に対し、市町村と協調し協力金・支援金を支給

■ 新事業展開への支援
・テイクアウトや宅配など新事業形態に転換するサービス事業者等のグループや小規模事業者を支援

＜令和２年度６月補正予算案の主な取組＞

■ 地域支えあいによる消費促進 50億円

・地域における消費喚起により事業者を応援するため、市町村によるプレミアム付き商品券の販売等を支援

■ 県外誘客による観光需要の喚起・拡大 9億862万円

・全国からの誘客を促進するため、日帰り・宿泊旅行の割引や観光プロモーションを実施

■ 資金繰り支援の強化 241億8770万9千円

・中小企業融資制度資金の融資可能額を拡大（過去最大の2500億円を確保）し、資金繰りへの支援を強化

■ 生産性向上・感染防止策等への支援 14億6436万円

・観光関連サービス事業者等を核とするグループに対し、生産性向上の取組を支援

・顧客との密接を避けることが難しい理美容業等の小規模事業者に対し、感染防止のための取組を支援

・安全・安心な運行を継続するため、バス・タクシー事業者が実施する感染防止策を支援

・山小屋が取り組む公益的機能の維持や感染防止策を支援



県民の暮らし・雇用への支援
◆失業者等の就労促進・雇用のミスマッチを解消
◆ひとり親世帯など県⺠生活を下支え

＜これまでの主な取組＞

■ 就労支援

・市町村や企業等とともに、長野県社会福祉協議会に基金を造成し、失業者等の就労を緊急的に支援

・感染症の影響で失業した方等を県非常勤職員に採用

■ 生活資金の確保

・生活福祉資金の特例貸付（緊急小口資金：最大20万円、総合支援資金：最大60万円）

償還時の収入が住民税非課税世帯相当である世帯に最大16万円補助（据置期間を２年に延長）【県独自支援】

・安定した住まいの確保（住居確保給付金、入居保証支援、県営住宅の家賃減免・一時入居）

＜令和２年度６月補正予算案の主な取組＞

■ 就労支援 1億4546万8千円

・地域振興局の「就業支援デスク」を強化し、人手不足分野とのマッチングや職業訓練の提案など寄り添った就労支援を実施

・「ジョブカフェ信州正社員チャレンジ事業」の支援枠を拡充し、より多くの失業者や就職困難者の正規就労を支援

■ 支援体制の強化 2920万5千円

・県生活就労支援センター「まいさぽ」の相談体制を強化（県内９か所に各１名増員）

・子どもや障がい者、高齢者など困難を抱える方への支援を行うＮＰＯ法人等の活動を支援

■ 生活資金の確保 37億605万4千円

・生活福祉資金の特例貸付の実績を踏まえ、貸付原資を大幅に増額（10.8億円→44.1億円）

・住居を喪失している方等に住居確保給付金を支給し、安定した住まいを確保

・子育て負担の増加や収入減が生じているひとり親世帯を支援（給付金：１世帯５万円、第２子以降３万円等）



児童生徒等の学びの保障

＜これまでの主な取組＞

■ 教育現場における感染症対策
・県立学校等での感染拡大を防止するため、マスク、消毒液等を確保
・特別支援学校におけるスクールバスの増便により通学時の感染リスクを低減

■ ＩＣＴを活用した遠隔教育
・県立学校にタブレット端末を整備（Ｒ２年度中に県立高校では３人に１台を配備）
・インターネット接続環境がない家庭にモバイルルータを貸与
・インターネット上に家庭学習を支援するポータルサイトを整備

＜令和２年度６月補正予算案の主な取組＞

■ 教育現場における感染症対策 12億3580万1千円

・県立学校各校のニーズに応じて消毒液や教材等を購入

・保育所や幼稚園等における感染症対策や相談窓口設置を支援

■ 就学機会の確保と学習の遅れの回復 13億2052万4千円

・感染拡大の影響により家計状況が急変した世帯の授業料を減免

・補習等に対応する学習指導員等を追加配置

・公立学校における消毒等の感染症対策業務や健康管理業務等をサポートするスタッフを追加配置

■ ＩＣＴを活用した学びの定着 1億6249万3千円

・家庭でのオンライン学習に係る通信費を支給（奨学給付金を１人当たり１万円増額）

・機器の設定や操作研修を行う人材を県立学校へ派遣

・私立高等学校等におけるタブレット端末等の整備を支援

◆安⼼して学べる環境整備 ◆臨時休業中の学習の遅れを回復
◆ＩＣＴを活用した学びの定着


